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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　分析対象のガスにレーザ光を照射し、該ガス中を透過したレーザ光に基づいて前記ガス
の成分濃度や温度を測定して分析するガス分析装置であって、
　該ガス分析装置は、測定されるガスが流れる経路に固定されるセンサ部を備えており、
　該センサ部は、
　センサベースと、
　前記センサベースに形成されたガスが流れるガス通過孔と、
　前記センサベースに固定されたレーザ光を照射する照射部および照射されたレーザ光を
受光する受光部と、
　前記照射部から照射されたレーザ光が前記ガス通過孔を通って前記受光部に到達するこ
とができるように照射部側に形成された照射光通過孔と受光部側に形成された透過光通過
孔と、
　前記センサベース内におけるガス通過孔外に配置されて前記照射部が照射したレーザ光
を反射して前記受光部に導光するための反射部材と、
　前記センサベースに形成された前記レーザ光を前記反射部材に到達させるための光通過
孔と、を備えており、
　前記照射光通過孔および透過光通過孔のうち少なくとも透過光通過孔の内周面に前記レ
ーザ光を減衰させて反射を防止する粗面が形成されており、
　前記光通過孔は、該光通過孔の内周面に前記レーザ光を減衰させて反射を防止する粗面
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が形成され、かつ、前記ガス通過孔側を大径とし前記反射部材側を小径とする先細孔とし
て形成されていることを特徴とするガス分析装置。
【請求項２】
　前記粗面は、前記内周面に粗面加工を施すことによって形成されていることを特徴とす
る請求項１に記載のガス分析装置。
【請求項３】
　前記センサベースがアルミニウムで形成される場合に、
　前記粗面は、前記内周面にアルマイト処理を施すことによって形成されていることを特
徴とする請求項１に記載のガス分析装置。
【請求項４】
　前記ガス通過孔は、前記経路の断面形状と実質的に同じ断面形状であることを特徴とす
る請求項１から請求項３のいずれか一項に記載のガス分析装置。
【請求項５】
　前記センサ部は、前記経路中の複数個所に設置されることを特徴とする請求項１から請
求項４のいずれか一項に記載のガス分析装置。
【請求項６】
　前記センサ部は、前記センサベースに反射部材を加熱するヒータを備えることを特徴と
する請求項１から請求項５のいずれか一項に記載のガス分析装置。
【請求項７】
　前記分析対象のガスが、内燃機関から排出される排ガスであり、内燃機関に接続される
排ガス流路を前記経路としたことを特徴とする請求項１から請求項６のいずれか一項に記
載のガス分析装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ガスの温度・濃度・化学種等を測定により求めることでガス分析を行なうガ
ス分析装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、流路中を流れるガス中に光を照射し、ガス中を透過した光を検出することで、
ガスの成分を測定するガス分析計が用いられており、この種のガス分析装置として、例え
ば特許文献１に記載のインラインガス分析計が知られている。このようなガス分析計は、
ガスが流れる配管の管壁に二つの光透過性窓を対向またはほぼ対向するように形成し、こ
れらの窓にそれぞれ一部を光透過部として残して配管内部に面する光反射面を形成し、一
方の窓の光透過部の外方に光源およびカセグレン鏡を備えた光源部を、前記光源を出た光
がカセグレン鏡を経て一方の窓の光透過部に対して斜め入射するように設けている。さら
に、他方の窓の光透過部の外方に複数の波長の光を検出するための検出器部を設け、光源
部を出た光が一方の窓の光透過部から配管内に入り、その後、二つの窓の光反射面間にお
いて複数回反射した後、他方の窓の光透過部を経て検出器部に入射するようにしている。
このようなガス分析計を用いることで、ガスの温度・濃度・化学種等を測定することがで
き、その結果、ガスの成分等を分析することができる。
【０００３】
　前述のような分析対象となるガスとしては、前記特許文献１に記載のような半導体製造
時に用いられるインラインガスや自動車等の内燃機関から排出される排ガス、工場から排
出される排ガス等が挙げられる。
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－５３４０５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　ところで、前記特許文献１に記載のガス分析装置は、光源を出た光が二つの窓の光反射
面間において複数回反射して、検出器部に入射するように構成されているため、測定用の
光が反射する際に散乱光が発生しやすく、発生した散乱光が乱反射して測定光とともに光
検出器部に入射するおそれがあった。この結果、排気ガス中を透過した測定光に散乱光が
ノイズとして入り込み、測定精度が低下してしまうという問題点があった。
【０００６】
　本発明は、このような問題に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、
分析対象のガス中を透過させる測定用のレーザ光が乱反射や散乱をしても、測定光に散乱
光が混入することを防止して測定精度を高めることができるガス分析装置を提供すること
にある。すなわち、ガス中を透過するレーザ光が受光される際に、何らかの要因で発生し
た散乱光が測定光とともに受光部に入光するのを防止して、測定精度を高めることができ
るガス分析装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記目的を達成すべく、本発明に係るガス分析装置は、分析対象のガスにレーザ光を照
射し、該ガス中を透過したレーザ光に基づいて前記ガスの成分濃度や温度を測定して分析
するガス分析装置であって、このガス分析装置は、測定されるガスが流れる経路に固定さ
れるセンサ部を備えており、このセンサ部は、センサベースと、前記センサベースに形成
されたガスが流れるガス通過孔と、前記センサベースに固定されたレーザ光を照射する照
射部および照射されたレーザ光を受光する受光部と、前記照射部から照射されたレーザ光
が前記ガス通過孔を通って前記受光部に到達することができるように照射部側に形成され
た照射光通過孔と受光部側に形成された透過光通過孔とを備えており、前記照射光通過孔
および透過光通過孔のうち少なくとも透過光通過孔の周面には、前記レーザ光が入射する
角度と異なる入射角度で前記照射光通過孔または透過光通過孔に入射する散乱光を受光部
に到達させないための散乱光排除手段が講じられていることを特徴としている。
【０００８】
　前記のごとく構成された本発明のガス分析装置は、レーザ光発生手段から発生されたレ
ーザ光は、散乱光排除手段が講じられた照射光通過孔からガスが通過しているガス通過孔
内に照射され、ガス中を透過した透過レーザ光は散乱光排除手段が講じられた透過光通過
孔を通して受光部に到達する。このため、測定用のレーザ光の散乱光の受光部への到達が
防止され、散乱光が受光部で受光されないため、ガス中を透過したレーザ光に散乱光が混
入することがなくなり、ガス成分の濃度や温度等を精度良く測定でき、ガス分析の精度向
上を達成できる。なお、照射光通過孔の内周面にも、散乱光排除手段が講じられると好ま
しい。
【０００９】
　他の態様として、前記センサ部は、センサベース内におけるガス通過孔外に、照射部が
照射したレーザ光を反射して受光部に導光するための反射部材を備え、センサベースには
、レーザ光を反射部材に到達させるための光通過孔が形成されており、光通過孔の内周面
には、レーザ光が入射する角度と異なる入射角度で光通過孔に進入する散乱光を受光部に
到達させないための散乱光排除手段が講じられていることを特徴としている。このように
構成されたガス分析装置は、レーザ光のガス中の透過距離を大きくするべくレーザ光を反
射させ、反射の際に発生する散乱光を光通過孔の散乱光排除手段で受光部に到達させない
ようにするため、測定用のレーザ光に散乱光が混入せず、測定精度を向上させることがで
きる。
【００１０】
　前記散乱光排除手段は、入射する散乱光を入射方向と反対の方向に反射させる反射面を
含むことが好ましく、この反射面は照射光通過孔、透過光通過孔および光通過孔の内周面
に形成されためねじ面を含むことが好ましい。この構成によれば、本来、測定用のレーザ
光が入射する角度と異なる角度で散乱光が入射すると、めねじ面を含む散乱光排除手段で
散乱光を入射方向と反対方向に反射させて受光部に到達させないため、受光部に散乱光が
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到達せず測定精度を高めることができる。反射面を形成するめねじ面は、レーザ光が通過
する照射光通過孔や透過光通過孔、光通過孔の貫通部分に、めねじを形成するタップを通
して加工することにより、容易に反射面を形成することができる。めねじ面はスパイラル
状に傾斜面が連続しており、通過している測定用のレーザ光以外の散乱光は傾斜面に当た
り反対方向に反射されるため、測定用のレーザ光にノイズとして混じることを防止できる
。
【００１１】
　また、前記散乱光排除手段は、前記照射光通過孔、透過光通過孔および光通過孔の内周
面に粗面加工したときに形成される粗面であることが好ましい。この構成によれば、照射
光通過孔、透過光通過孔および光通過孔の内周面に形成された粗面により、散乱光が入射
しても粗面により反射されて減衰し受光部に到達できないため、受光されたレーザ光に散
乱光が混入せず、測定精度を高めることができる。
【００１２】
　前記光通過孔は、ガス通過孔側を大径とし反射部材側を小径とする先細孔として形成さ
れていることが好ましい。この構成によれば、反射面に近接する先細孔は孔径が小径につ
ぼめられ、入射側のガス通過孔に近接する孔径は大径で入射しやすく形成されているため
、反射による散乱光を効果的に受光部に到達させず、ノイズを大幅に削減することができ
、測定精度を向上させることができる。
【００１３】
　前記ガス通過孔は、前記経路の断面形状と実質的に同じ断面形状であることが好ましい
。すなわち、ガスが流れる経路の断面形状は通常、パイプのように円形であることが多く
、ガス通過孔の形状をパイプの直径とほぼ等しい円形にすることが好ましい。このように
構成すると、ガスが流れる経路中でガス分析のためにセンサ部を固定しても、ガス流れの
乱れを防止することができ、ガス流れのロスが増えることを防止することができる。特に
、ガスが流れる経路中に多数のセンサ部を設置するときに好適である。
【００１４】
　前記センサ部は、前記経路中の複数個所に設置されることが好ましい。このように構成
すると、ガスが流れる経路中の複数個所でガスの成分の濃度や温度を測定することができ
、経路中のガスの成分の濃度変化等をリアルタイムで容易に測定して分析することができ
る。しかも、センサ部はレーザ光の照射部と、ガス中を透過したレーザ光の受光部とを備
えるため、容易に設置することができる。
【００１５】
　前記センサ部は、センサベースに反射部材を加熱するヒータを備えることが好ましい。
特に、反射部材に近接して設置するとより好ましく、ヒータの設定温度は分析対象のガス
中の含まれる水分の結露を防止する温度に設定すると好ましい。この構成によれば、ガス
中に含まれる水分が反射部材の表面で結露するのを防止でき、レーザ光の反射率が向上し
測定精度を高めることができる。また、内燃機関から排出される排ガスを分析する場合、
内燃機関の始動前にヒータに通電して予熱しておくと、高温の排ガスによるミラー等の反
射部材への熱ショックを低減でき、破損等を防止できると共に、表面と裏面との温度変化
による変形を防止できる。
【００１６】
　また、本発明のガス分析装置は、前記分析対象のガスが、内燃機関から排出される排ガ
スであり、内燃機関に接続される排ガス流路を前記経路としたことを特徴としている。こ
の構成によれば、内燃機関から排出される排ガスの、排気経路中を流れる状態をリアルタ
イムで分析できるため、内燃機関の性能の確認や試験等を行なう際に有用である。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明のガス分析装置は、測定用レーザ光をガスが流通しているガス通過孔内に照射し
、ガスを透過したレーザ光を受光するとき、散乱光の影響を殆ど受けないため、ガス成分
の濃度の測定や温度の測定の精度を高めることができる。また、測定に際し、基準ガスや
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補助ガスを必要とせず、大掛かりな設備が不要であり、低コストで分析することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明に係るガス分析装置を自動車の排ガス分析装置に用いた一実施形態を図面
に基づき詳細に説明する。図１は、本実施形態に係る排ガス分析装置を自動車に搭載した
要部構成図、図２は、図１の排ガス分析装置をエンジンベンチに搭載した状態の要部構成
図、図３は、センサ部の要部の分解した状態の斜視図を含む排ガス分析装置の要部構成図
、図４は、図３のセンサ部の詳細を示す一部を破断した正面図と、Ａ－Ａ線断面図、Ｂ－
Ｂ線断面図およびＣ－Ｃ線要部断面図、図５は、レーザ発振・受光コントローラの要部構
成および信号解析装置を含む排ガス分析装置の全体構成を示すブロック図である。
【００１９】
　図１～５において、本実施形態の排ガス分析装置は、分析対象ガスとして、自動車１に
設置されたエンジン（内燃機関）２から排出される排ガスを分析する装置である。また、
図２に示すように、エンジンベンチ１Ａに設置されたエンジン２の排ガスを分析する装置
である。エンジン２の各気筒から排出される排ガスは、エキゾーストマニホルド３で合流
され、排気管４を通して第１触媒装置５に導入され、さらに第２触媒装置６に導入され、
そのあとマフラー７を通して排気パイプ８から大気中に放出される。排ガスが流れる流路
（経路）を構成する排気経路は、エキゾーストマニホルド３、排気管４、第１触媒装置５
、第２触媒装置６、マフラー７、排気パイプ８から構成され、エンジン２から排出された
排ガスを２つの触媒装置５，６で浄化し、マフラー７により消音、減圧して大気中に放出
する。なお、マフラーはメインマフラーとサブマフラーの２つを有するものでもよい。
【００２０】
　排気経路を構成する複数の部材は、フランジ部同士を対接させてボルト等で接続されて
いる。例えば、第１、第２触媒装置５，６は大径の本体部の上流、下流側に排気パイプ部
が連結され、これらの排気パイプ部の端部にフランジ部Ｆ，Ｆが溶接等により固着されて
いる。また、マフラー７は大径の本体部の上流、下流側に排気パイプ部が連結され、これ
らの排気パイプ部の端部にフランジ部Ｆ，Ｆが固着されている。なお、末端の排気パイプ
８はマフラー７に直接溶接等により固着されている。このように、排気経路を構成する複
数の部材はフランジ部により接続され、排ガスが通過する断面形状が直径ｄの円形に形成
されている。
【００２１】
　本実施形態の排ガス分析装置１０は、前記の排気経路の複数個所に設置された複数のセ
ンサ部１１～１４を備えて構成される。第１のセンサ部１１は第１触媒装置５より上流側
のエンジン側の排気管４との間に設置され、第２のセンサ部１２は第１触媒装置５の下流
側に設置され、第３のセンサ部１３は第２触媒装置６の下流側に設置されている。そして
、第４のセンサ部１４はマフラー７の下流の排気パイプ８に設置されている。センサ部１
４は排気パイプの途中に設置されても、排気パイプの末端の開口部に挿入して設置するも
のでもよい。第１のセンサ部１１の上流側の、エキゾーストマニホルド３で合流する前の
１気筒毎の排気管にセンサ部を設置してもよい。
【００２２】
　排気管４や第１触媒装置５、第２触媒装置６、マフラー７はフランジ部Ｆ，Ｆをボルト
で締め付けることで連結されており、排気経路を構成する部材の間に設置されるセンサ部
１１，１２，１３は、フランジ部Ｆ，Ｆで挟まれた状態で設置されている。フランジ部Ｆ
，Ｆは、排気経路を構成する部材の両端部に形成され、フランジ部同士の接合面は排気経
路の中心線に対して直角に交差している。この結果、センサ部１１～１３はフランジ部Ｆ
，Ｆに挟まれて排気経路を横切るように設置される。第４のセンサ部１４は排ガスが大気
中に放出される直前の分析を行なうものであり、マフラー７から突出する排気パイプ８の
中間部にフランジ部Ｆ，Ｆで挟んで設置してもよい。なお、センサ部の設置数は任意に設
定すればよい。
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【００２３】
　各センサ部１１～１４は同一構成であり、１つのセンサ部１１について図３，４を参照
して説明する。センサ部１１は矩形状の薄板材から形成されたセンサベース２０を有し、
このセンサベースは中心部に排気パイプ部の円形断面の内径ｄと同じ直径ｄの排ガス通過
孔２１が形成されており、排ガス通過孔内を排ガスが通過する。板状のセンサベース２０
の厚さはレーザ光の照射部と受光部とを固定できる範囲で、できるだけ薄いことが好まし
い。具体的にはセンサベース２０の厚さは、例えば５～２０ｍｍ程度が好適である。２０
ｍｍを超えると排ガス流れに乱れが生じやすく、５ｍｍより薄いと測定用のレーザ光の照
射部や、排ガス中を透過したレーザ光の受光部の取付固定が煩雑となる。また、排気経路
の任意の個所に必要に応じて容易に設置できる。なお、センサベース２０の厚さは任意に
設定できる。
【００２４】
　このように、センサベース２０に形成された排ガス通過孔２１の形状は、排ガス流れを
乱さないように排気パイプ部の内径と同じ直径の円形に形成され、しかもセンサベース２
０は薄く形成されている。このため、排気経路中にセンサ部１１～１４を取付けても排ガ
ス流れを乱すことがなく、圧力損失が少なく円滑に排気させることができる。排ガス通過
孔２１の形状は、例えば直径が３０ｍｍの場合、３０±１～２ｍｍ程度であれば排ガス流
れの乱れが起きにくいので、このような範囲に設定されると好ましい。この程度の範囲が
実質的に同じ断面形状として好ましい範囲である。センサベース２０を構成する板材とし
ては金属板材やセラミック製の板材を用いているが、材質については特に問わない。
【００２５】
　センサベース２０はフランジ部Ｆ，Ｆに挟まれた状態で固定され、フランジ部Ｆ，Ｆと
センサベース２０との間にはガスケット２２，２２が挟まれた状態で図示していないボル
ト、ナット等により固定される。ガスケット２２は石綿等で形成され、排気管の内径と同
じ直径の排ガス通過孔が開けられている。この構成により、フランジ部Ｆ，Ｆの間にセン
サベース２０を挟んで排気経路を接続しても、排ガスが途中で漏れることはなく、排気経
路の長さの増加も少ない。図３は、排気管４の下流端に溶接されたフランジ部Ｆと、触媒
装置５の上流側の排気パイプ部５ａの端部に溶接されたフランジ部Ｆとの間に、ガスケッ
ト２２，２２を挟んでセンサベース２０が固定される構成を示している。
【００２６】
　センサベース２０には、板厚の中央を端面から排ガス通過孔に向けて貫通する２つのセ
ンサ孔２３，２４が形成されている。センサ孔２３は排ガス通過孔２１に向けて開口して
おり、照射されたレーザ光が排ガス通過孔２１を通して受光部に到達できるように形成さ
れた照射光通過孔を構成している。また、センサ孔２４は排ガス通過孔２１に向けて開口
しており、レーザ光が受光部に到達できるように形成された透過光通過孔を構成しており
、センサ孔２３，２４は排ガスの流れる方向と直交して開口している。
【００２７】
　センサ部１１はレーザ光を照射する照射部として光ファイバ２５Ａがセンサ孔２３に固
定され、光ファイバ２５Ａから照射され排ガス通過孔２１内に存在する排ガス中を透過し
たレーザ光を受光する受光部として、ディテクタ２６Ａがセンサ孔２４に固定されている
。すなわち、センサ部１１は、照射側の光ファイバ２５Ａから排気経路を横切るように照
射されたレーザ光が、２つのミラー３０，３１で反射され、排ガス中を透過して減衰し、
ディテクタ２６Ａで受光される構成となっており、ミラーは照射されたレーザ光を反射し
てディテクタに導光している。
【００２８】
　センサ孔２３は排ガス通過孔２１と照射部である光ファイバ２５とを連通させ、光ファ
イバから照射される測定用レーザ光が通過する照射光通過孔を構成する。また、センサ孔
２４は排ガス通過孔２１と受光部であるディテクタ２６とを連通させ、排ガス中を透過し
たレーザ光が通過してディテクタ２６に到達する透過光通過孔を構成する。そして、セン
サ孔２３，２４の内周面には、レーザ光が入射する角度と異なる入射角度で、散乱光がこ
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れらのセンサ孔に入射するとき、散乱光を受光部に到達させないための散乱光排除手段と
してめねじ面２３ａ，２４ａが形成されている。センサ孔２３，２４に形成されためねじ
面のうち、少なくとの受光側のめねじ面２４ａがあれば、ディテクタ２６で受光される散
乱光を大幅に除去することができる。
【００２９】
　めねじ面としては、センサ孔の直径が５ｍｍ程度のときは５ｍｍのメートルねじが好ま
しく、直径に合わせてねじ切りすることが好ましい。このようにセンサ孔の内周面をねじ
切りしてめねじ面とすることで、センサ孔内を通過する散乱光はめねじ面２３ａ，２４ａ
のスパイラル状に連続する傾斜面に当たり、レーザ光の入射された方向と反対方向に反射
されるため、主要な測定用レーザ光と共に散乱光がセンサ孔を通過することはなくなる。
このため、測定用のレーザ光に散乱光が混じることを防止できる。
【００３０】
　２つのミラー３０，３１は、図４に詳細に示すようにセンサベース２０の中心部の円形
の排ガス通過孔２１外に、排ガス通過孔を挟持する対向位置において各々取り付けられて
おり、ミラーの反射面が互いに平行となるようにして２枚配置され、測定用のレーザ光を
反射させるように上下に設置固定される。すなわち、ミラー３０，３１は排ガス通過孔２
１外で、排ガス通過孔を挟んで対向して平行状態に配置されている。ミラー３０，３１は
排ガス通過孔２１の外周側に平行に形成された２つの挿入溝３２，３３内に着脱可能に固
定されており、光ファイバ２５Ａから排ガス通過孔２１に向けて照射されたレーザ光をデ
ィテクタ２６Ａに到達させる機能を有している。ミラー３０，３１は厚さが数ｍｍ程度の
長方形状の基板状に形成され、基板の一方の面に金やプラチナの薄膜が反射面として形成
され、その上に保護層として、ＭｇＦ２やＳｉＯ２の薄膜が形成されている。なお、保護
膜は形成しなくてもよい。
【００３１】
　また、ミラー３０，３１の表面に光触媒層を形成してもよい。光触媒層は、例えば二酸
化チタン（ＴｉＯ２）の薄膜が好ましい。光触媒層は塗布、あるいはコーティングによっ
てミラーの表面に薄膜として形成されている。光触媒層が二酸化チタンの場合、この薄膜
は紫外光等の光触媒用の光線を吸収して活性化し、表面に付着した汚れを浮上らせ、浮上
った汚れは排ガス流れにより流されて排気経路から外部に排出されるように機能する。こ
のように、ミラーの表面に光触媒層を形成すると、ミラーの表面を清浄化できて好ましい
。
【００３２】
　センサベース２０の排ガス通過孔２１の外周に形成された挿入溝３２，３３は、ミラー
３０，３１が緩く挿入できる程度の大きさに設定されている。挿入溝３２，３３はセンサ
ベース２０を貫通して両面側に開口しても、あるいは片面側に開口して他面側が閉塞して
いる形状でもよい。ミラー３０，３１は挿入溝３２，３３内で取付ビス３６によりスペー
サ３７を介して固定されている。ミラーが熱ショック等により破損した場合は、取付ビス
３６を緩めることで取り外して新しいミラーを固定することができる。また、ミラーが汚
れたときに、センサベース２０から取り外して清掃することもできる。
【００３３】
　ミラー３０，３１は取付ビス３６によりスペーサ３７を介して固定されているため、エ
ンジンの振動や排気管等の排気経路の振動でミラーが振動することを防止している。ミラ
ーと取付ビスとの熱膨張の差を吸収するためスペーサ３７が挟まれており、緩衝材として
機能している。スペーサとしては耐環境性に優れ、弾性変形するものが好ましい。例えば
、雲母系やカーボン系、銅等の板材が好ましい。このように、スペーサを介して取付ビス
で固定することにより、８００℃程度の高温状態でも振動することなく、安定して固定す
ることができる。
【００３４】
　ミラー３０，３１は石英、若しくはサファイア、セラミック等の母材の表面に反射材を
コーティングして作製する。コーティング材としては、金や酸化チタン等のレーザ波長に
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合った反射率の高いものを選択することが好ましい。また、反射材を保護するコーティン
グとしてＳｉＯ２等の透明で耐熱性に優れ、耐環境性に優れたものを最上面に形成するこ
とが好ましい。耐熱性に優れ、反射率の高いミラーを用いることで精度良い測定が可能と
なる。また、反射材として酸化チタンを用いるときは、酸化チタンが単独で耐環境性に優
れ、光触媒として汚れ防止に有効であるため保護膜を形成する必要がなく、そのままの状
態で測定することが好ましい。
【００３５】
　排ガス通過孔２１の内周面とミラーを固定する挿入溝３２，３３との間には、測定用の
レーザ光がミラーに到達できるように光通過孔が形成されている。光通過孔としては貫通
するスリットや、貫通する光通過孔等が形成される。本実施形態では、排気経路に直交す
る方向に直径が数ｍｍ程度の光通過孔３８，３８…が排ガス通過孔２１の内周面から挿入
溝３２，３３まで貫通して形成され、光通過孔は排ガス通過孔２１の内周面とミラー３０
，３１とを貫通している。この構成により、測定用の赤外レーザ光が照射部である光ファ
イバ２５から排ガス通過孔２１内に照射されると下方の光通過孔３８を通して下方のミラ
ー３１に到達し、下方のミラーで上方に反射され、次いで上方の光通過孔３８を通して上
方のミラー３０に到達し、上方のミラーで下方に反射され、上下で反射を繰返したあと上
方に固定されたディテクタ２６に受光される構成となっている。
【００３６】
　センサベース２０に形成された光通過孔３８の内周面には、これらの光通過孔にレーザ
光が入射する角度と異なる入射角度で、散乱光がこれらの光通過孔に入射するとき、散乱
光を受光部に到達させないための散乱光排除手段として、めねじ３８ａ…が形成されてい
る。このめねじは、貫通孔にタップを通すことで容易に形成することができる。したがっ
て、光ファイバ２５Ａから照射されたレーザ光は、めねじ３８ａが形成された光通過孔３
８を通してミラー３０，３１に到達することができる構成となっている。
【００３７】
　光ファイバ２５Ａおよびディテクタ２６Ａはレーザ発振・受光コントローラ４０に接続
され、レーザ発振・受光コントローラ４０から出射される赤外レーザ光が光ファイバ２５
Ａを通してセンサベース２０の排ガス通過孔２１内に照射され、排ガス中を透過した赤外
レーザ光が受光側のディテクタ２６Ａで受光され、信号線２８Ａを介してレーザ発振・受
光コントローラ４０に入力される構成となっている。光ファイバ２５Ａから照射された発
光強度と、排ガス中を透過してディテクタ２６Ａで受光された受光強度等が、分析装置で
あるパーソナルコンピュータ５５に供給される。このように、排ガス分析装置１０は、複
数のセンサ部１１～１４と、レーザ発振・受光コントローラ４０と、パーソナルコンピュ
ータ５５とを備えて構成される。
【００３８】
　ここで、レーザ発振・受光コントローラ４０について、図５を参照して説明する。レー
ザ発振・受光コントローラ４０は、複数の波長の赤外レーザ光を照射する照射装置として
、複数のレーザダイオードＬＤ１～ＬＤ５に、図示していないファンクションジェネレー
タ等の信号発生器から複数の周波数の信号を供給し、レーザダイオードＬＤ１～ＬＤ５は
各周波数に対応してそれぞれ複数の波長の赤外レーザ光を照射する。レーザ発振・受光コ
ントローラ４０の信号発生器から出力される複数の周波数の信号がレーザダイオードＬＤ
１～ＬＤ５に供給されて発光し、例えばＬＤ１は波長が１３００～１３３０ｎｍ程度、Ｌ
Ｄ２は１３３０～１３６０ｎｍというように、検出しようとする成分ガスのピーク波長が
存在する波長帯が連続するような波長帯の赤外レーザ光を発生させるように設定されてい
る。
【００３９】
　排ガス中を透過させる赤外レーザ光の波長は、検出する排ガスの成分に合わせて設定さ
れ、一酸化炭素（ＣＯ）、二酸化炭素（ＣＯ２）、アンモニア（ＮＨ３）、メタン（ＣＨ

４）、水（Ｈ２Ｏ）を検出する場合は、５つの波長の赤外レーザ光を使用する。例えば、
アンモニアを検出するのに適した波長は１５３０ｎｍであり、一酸化炭素を検出するのに
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適した波長は１５６０ｎｍであり、二酸化炭素を検出するのに適した波長は１５７０ｎｍ
である。また、メタンを検出するのに適した波長は１６８０ｎｍであり、水を検出するの
に適した波長は１３５０ｎｍである。さらに、他の排ガスの成分の濃度を検出する場合は
、排ガス成分の数に合わせて異なる波長の赤外レーザ光を使用する。なお、ガス濃度の検
出は、同じ成分でも異なる波長である場合があり、異なる波長の中から選択して用いるよ
うにしてもよい。
【００４０】
　各レーザダイオードＬＤ１～ＬＤ５から照射された赤外レーザ光は光ファイバ４２…に
より分波器４３…に導光され、センサ部の数に合わせて分波器４３…により分波される。
図５では３つのセンサ部１１～１３に合わせて各レーザダイオードＬＤ１～ＬＤ５から照
射されたレーザ光は３つに分波される。そして分波器４３…で分波されたレーザ光は、分
波器４４Ａ…、４４Ｂ…、４４Ｃ…により信号光と測定光に分けられる。分波器４４Ａ…
はセンサ部１１用であり、分波器４４Ｂ…はセンサ部１２用、分波器４４Ｃ…はセンサ部
１３用である。センサ部１１用の５つの分波器４４Ａ…で分けられた信号光は光ファイバ
を通して合波器４５Ａで合波され、合波された複数の波長帯の信号光は光ファイバ４７Ａ
を通して後述する差分型光検出器５０Ａに導光される。一方、５つの分波器４４Ａ…で分
けられた測定光は光ファイバを通して合波器４６Ａで合波され、光ファイバ２５Ａにより
センサ部１１の照射部に導光される。
【００４１】
　また、分波器４３…で分波された赤外レーザ光は、センサ部１２用の５つの分波器４４
Ｂ…により信号光と測定光に分けられ、信号光は合波器４５Ｂで複数の波長帯を合波した
信号光となり、光ファイバ４７Ｂを通して差分型光検出器５０Ｂに導光される。５つの分
波器４４Ｂ…により分けられた測定光は合波器４６Ｂで合波され、光ファイバ２５Ｂによ
りセンサ部１２の照射部に導光される。さらに、分波器４３…で分波された赤外レーザ光
は、センサ部１３用の５つの分波器４４Ｃ…により信号光と測定光に分けられ、信号光は
合波器４５Ｃで複数の波長帯の信号光となり、光ファイバ４７Ｃを通して差分型光検出器
５０Ｃに導光される。５つの分波器４４Ｃ…により分けられた測定光は合波器４６Ｃで合
波され、光ファイバ２５Ｃによりセンサ部１３の照射部に導光される。
【００４２】
　図５では、３つのセンサ部１１～１３を示しているが、さらに多くのセンサ部１４…を
設置する場合は、分波器４３でさらに多くのレーザ光に分波し、分波したレーザ光をさら
に多くの分波器４４…で測定光と信号光に分波し、信号用のレーザ光を合波器４５…で合
波してから差分型光検出器５０…に導光すると共に、測定用のレーザ光を合波器４６…で
合波してから、さらに多くのセンサ部１４…に導光する。
【００４３】
　本実施形態の排ガス分析装置１０は、測定用の赤外レーザ光をミラー３０，３１で反射
させ排ガス中の透過距離を大きくするように構成されており、ミラー３０，３１で繰り返
し反射された測定用のレーザ光がディテクタで受光される構成となっている。センサ部１
１～１３の受光部に接続された受光側のディテクタ２６Ａ，２６Ｂ，２６Ｃはレーザ発振
・受光コントローラ４０の差分型光検出器５０Ａ，５０Ｂ，５０Ｃに信号線２８Ａ，２８
Ｂ，２８Ｃを介して接続される。また、合波器４５Ａ，４５Ｂ，４５Ｃで合波された信号
光は光ファイバ４７Ａ，４７Ｂ，４７Ｃを通して差分型光検出器５０Ａ，５０Ｂ，５０Ｃ
に導光される。
【００４４】
　３つの差分型光検出器５０Ａ，５０Ｂ，５０Ｃでは、排ガス中を透過して減衰した透過
レーザ光と、排ガス中を透過していない信号レーザ光との差を取る構成となっている。信
号レーザ光はフォトダイオード等に入力され、電気信号に変換される。差分型光検出器で
算出された信号光と測定光の差分に相当する電気信号は、例えば図示していないプリアン
プで増幅され、Ａ／Ｄ変換器を介して信号解析装置であるパーソナルコンピュータ５５に
入力される。パーソナルコンピュータ５５では、入力された信号から排ガスの成分の濃度
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や、排ガスの温度を算出して排ガスを分析する。
【００４５】
　本発明の排ガス分析装置１０は、例えば赤外レーザ光を排ガス中に透過させ、入射光の
強度と排ガス中を透過したあとの透過光の強度に基づいて排ガスの成分の濃度を算出し、
排ガスを分析するものである。すなわち、排ガスの成分の濃度Ｃは、以下の数式（１）か
ら算出される。
【００４６】
　Ｃ＝－ｌｎ（Ｉ／Ｉ０）／ｋＬ…（１）
【００４７】
　この数式（１）において、Ｉは透過光強度、Ｉ０は入射光強度、ｋは吸収率、Ｌは透過
距離である。したがって、信号光である入射光強度（Ｉ０）に対する透過光強度（Ｉ）の
比、シグナル強度（Ｉ／Ｉ０）に基づいて排ガスの成分の濃度Ｃは算出される。透過光強
度Ｉは、ディテクタ２６Ａ，２６Ｂ，２６Ｃを通して出力され、入射光強度Ｉ０は、光フ
ァイバ４７Ａ，４７Ｂ，４７Ｃを通して差分型光検出器５０Ａ，５０Ｂ，５０Ｃ内のフォ
トダイオード等の光電変換器から出力される。本実施形態では入射光強度Ｉ０として、排
ガス中を透過しない信号光強度を用いている。
【００４８】
　前記の如く構成された本実施形態の排ガス分析装置１０の動作について以下に説明する
。排ガスの成分の濃度を測定するときは、レーザ発振・受光コントローラ４０の信号発生
器を作動させて各レーザダイオードＬＤ１～ＬＤ５に信号を供給して各レーザダイオード
ＬＤ１～ＬＤ５から所定の波長の赤外レーザ光を発光させる。各レーザダイオードＬＤ１
～ＬＤ５から発光された赤外レーザ光は、光ファイバ４２…を通して分波器４３…に至り
、ここでセンサ部の数に合わせて分波される。
【００４９】
　このあと、分波された赤外レーザ光は分波器４４Ａ…，４４Ｂ…，４４Ｃ…で測定光と
信号光に分波される。１つのセンサ部１１について詳細に説明すると、５つの分波器４４
Ａで分波された信号光は合波器４５Ａで合波されて信号用レーザ光となり、差分型光検出
器５０Ａに導光される。また、５つの分波器４４Ａで分波された測定光は合波器４６Ａで
合波されて測定用レーザ光となり、センサ部１１の照射部に光ファイバ２５Ａを通して導
光される。他のセンサ部１２，１３についても、同様に分波器４３…で分波されたあと、
分波器４４Ｂ…，４４Ｃ…で信号光と測定光に分波され、合波器４５Ｂ，４５Ｃで合波さ
れて、信号光は差分型光検出器５０Ｂ，５０Ｃに導光され、合波器４６Ｂ，４６Ｃで合波
されて、測定光がセンサ部１２，１３に導光される。
【００５０】
　そして、センサ部１１～１３の光ファイバ２５Ａ，２５Ｂ，２５Ｃから照射された測定
用の赤外レーザ光は、照射光通過孔であるセンサ孔２３を通して排ガスが通過している排
ガス通過孔２１内に照射される。赤外レーザ光は排気経路である排ガス通過孔２１内を横
切り、光通過孔３８を通してミラー３１に到達し下方のミラー３１で上方に反射され、つ
いで光通過孔３８を通してミラー３１に到達し上方のミラー３０で下方に反射され、反射
を繰返すことで排ガス中の透過距離が大きくなり、最後にセンサ孔２４を通してディテク
タ２６Ａ，２６Ｂ，２６Ｃで受光される。すなわち、測定用の赤外レーザ光は排ガス中を
透過して減衰され、減衰された透過光が受光部であるディテクタで受光され、透過光（測
定光）の光強度が測定される。
【００５１】
　センサ孔２３，２４の内周面には、図６ａに示されるように、散乱光排除手段としてめ
ねじ２３ａ，２４ａが形成されており、光通過孔３８の内周面にも図６ｂに示されるよう
に、散乱光排除手段としてめねじ３８ａが形成されているため、散乱光Ｓが発生しても散
乱光はセンサ孔や光通過孔にレーザ光Ｒの本来の入射角度と異なる角度で入射するため、
めねじ面で例えば反対方向に反射されてレーザ光に混入してセンサ孔２３，２４や光通過
孔３８を通過することはない。
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【００５２】
　また、測定用の赤外レーザ光は排気経路を構成するセンサ部の排ガス通過孔２１内の、
排気経路と直交する面内を横切って受光されるため、直交する１断面における排ガスの成
分の濃度や温度をスポット的に測定することができる。すなわち、排気経路に沿った、あ
る長さの範囲の排ガスの成分の濃度や温度を測定するのでなく、排気経路を横切る所定の
１面を基準とした排ガスの成分の濃度や温度を測定することができるので、スポット的な
測定が可能となる。
【００５３】
　排ガス中を通り減衰して受光部に到達した測定用の赤外レーザ光はディテクタ２６Ａ，
２６Ｂ，２６Ｃで電気信号として出力され、信号線２８Ａ，２８Ｂ，２８Ｃを介して差分
型光検出器５０Ａ，５０Ｂ，５０Ｃに供給される。一方、信号用レーザ光は差分型光検出
器５０Ａ，５０Ｂ，５０Ｃに供給され、差分型光検出器では、複数の波長成分毎に透過光
（測定光）と信号光の差を取り、透過光のうちの特定ガス成分のピーク波長を検出する。
このようにして、差分型光検出器からの出力が信号解析装置であるパーソナルコンピュー
タ５５に入力される。パーソナルコンピュータ５５は、入力された複数の周波数帯ごとの
ピーク波長に基づいて、排ガスの成分の濃度測定や温度測定を実施して分析する。このよ
うにして測定された排ガスの成分の濃度や温度は、散乱光の影響を受けないため、精度の
よい測定が可能となり、分析精度が向上する。
【００５４】
　気体は、それぞれ固有の吸収波長帯を持っており、その吸収波長帯には、例えば図７に
示すように、多くの吸収線が存在している。図７ａは低温のときのシグナル強度（＝分子
数割合）を示しており、図７ｂは高温のときのシグナル強度を示している。このように、
シグナル強度は温度に依存して変化するため、シグナル強度比を測定することにより、測
定時の排ガスの温度を算出することができる。
【００５５】
　そして、図８に示すように、吸収線のうちの１本、例えば波長λ１に対してレーザ光の
発振波長を掃引することによって吸収を測定する。この波形と信号レーザ光の波形との比
をとることによって、スペクトルプロファイルを測定する。また、温度測定は、前記のス
ペクトルプロファイルを異なる２つの吸収線λ１、λ２について測定し、それらの面積比
Ａ１／Ａ２（またはピークの高さの比Ｐ１／Ｐ２）をとることにより求めることができる
。従来の波長変調法では、図８ａに示すように、吸収スペクトルピークの先端の曲率によ
り排ガスの成分の濃度を算出していたが、本発明では、図８ｂに示すように、吸収スペク
トルの面積により排ガスの成分の濃度を算出するため、圧力の影響を受けにくい排ガスの
成分の濃度の算出が可能となる。
【００５６】
　本実施形態の排ガス分析装置１０は、測定用レーザ光が通過する照射光通過孔であるセ
ンサ孔２３、透過光通過孔であるセンサ孔２４およびレーザ光をミラーに到達させるため
の光通過孔３８，３８の内周面には散乱光排除手段としてめねじ面２３ａ，２４ａ，３８
ａが形成されているため、排ガス通過孔内での乱反射による散乱光や、ミラー３０，３１
で反射される際に発生する散乱光が受光部に到達することが少なく、受光部で受光されに
くい構成となっており、受光部で受光された透過レーザ光に散乱光が混じることが少なく
、散乱光によるノイズを低減できるため、測定精度を高めることができる。
【００５７】
　測定用レーザ光が照射されるセンサ孔２３は照射光通過孔を構成し、排ガス中を透過し
たレーザ光が受光されるセンサ孔２４は透過光通過孔を構成し、これらの光通過孔の散乱
光排除手段は、ねじ切り用のタップをねじ込むことで容易にめねじ面２３ａ，２４ａとし
て形成することができる。また、排ガス通過孔２１とミラーとを連通する光通過孔３８，
３８も、ねじ切り用のタップをねじ込むことで、内周面に散乱光排除手段としてめねじ面
３８ａを容易に形成することができる。
【００５８】
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　この測定に際し、センサ部のセンサベース２０には、排気経路の断面形状と同じ直径の
円形の排ガス通過孔２１が形成され、しかもセンサベース２０の厚さが薄く形成されてい
ると共に、レーザ光が通過するセンサ孔２３，２４や光通過孔３８，３８が小さく形成さ
れているため、排ガス流れを乱すことがなく排ガスが安定して流通するため、排気効率の
低下を防止できる。しかも、排ガス流れを乱すことなく、排ガス中を透過させるレーザ光
を反射させて排ガス中の透過距離を大きくして受光し、減衰量を大きくすることができる
ため、精度の高い測定が可能となる。なお、排ガス通過孔の断面形状は、排ガスの流れを
乱さない範囲でほぼ等しく形成してもよい。
【００５９】
　本発明の他の実施形態を図９に基づき詳細に説明する。図９は本発明に係る排ガス分析
装置で使用するセンサ部の他の実施形態の正面図、Ｄ－Ｄ線断面図、Ｅ－Ｅ線断面図、Ｆ
－Ｆ線要部断面図である。なお、この実施形態は前記した実施形態に対し、測定用のレー
ザ光が通過する光通過孔は、直径が徐々に変化するテーパ状の先細孔に形成され、この先
細孔に散乱光排除手段としてテーパねじが形成されていることを特徴とする。そして、他
の実質的に同等の構成については同じ符号を付して詳細な説明は省略する。
【００６０】
　図９に示すセンサ部１１Ａは、センサベース２０Ａの中心に形成された排ガス通過孔２
１からミラーが固定された溝部まで貫通して先細孔３８Ａ…が形成されている。この先細
孔は、例えばミラー側の直径が２ｍｍ程度で小さく、排ガス通過孔側の開口している直径
が３～４ｍｍ程度で排ガス通過孔側に向けて直径が徐々に大きくなるようにテーパ状に形
成されている。このように、ミラー側の直径が小さく、開口側が大きい先細孔３８Ａとし
ているため、ミラーに入射するレーザ光は入射がしやすく、ミラー３０，３１でレーザ光
が反射されるときに発生しやすい散乱光が先細孔を通過する通過光量を大幅に除去するこ
とができる。
【００６１】
　しかも、レーザ光が先細孔３８Ａを通過しているときに散乱光は、内周面に形成された
テーパめねじ面３８ｂで反射され、レーザ光に混じって先細孔３８Ａを通過することは殆
どなくなり、測定用のレーザ光に散乱光が混じることを防止できる。この結果、排ガス中
を透過したレーザ光に基づいて排ガスの成分の濃度等を測定する際に、測定光に散乱光が
混じらないため測定精度を向上させることができる。特に、先細孔３８Ａでミラー３０，
３１に面する孔径が小さく、レーザ光がミラーで反射された際の散乱光を通過させにくい
構造のため、反射回数が多くても散乱光が混入しにくく、測定精度を高めることができる
。
【００６２】
　なお、図９では詳細に図示していないが、センサ孔２３，２４の内周面には、前記の実
施形態と同様に散乱光排除手段としてめねじ面が形成されている。また、ミラー３０，３
１の固定手段を図示していないが、図４のセンサ部と同様に取付ねじで固定してもよく、
他の手段を用いて固定することもできる。散乱光排除手段として、めねじ面の例を示した
が、多段スリットや段差面を形成して散乱光排除手段としてもよい。
【００６３】
　本発明の他の実施形態を図１０に基づき詳細に説明する。図１０は本発明に係る排ガス
分析装置で使用するセンサ部の他の実施形態の要部断面図である。なお、本実施形態のセ
ンサ部１１Ｂは、図１０に示すように、ミラー３０，３１の表面に水滴が付着するのを防
止する結露防止ヒータＨを備えている。すなわち、ミラー３１の裏面側に近接してセンサ
ベース２０Ｂには側方から取付け穴Ｈａが形成され、この取付け穴内にヒータＨが装着さ
れている。取付け穴はドリル等で円柱形に形成され、この内部に円筒形のヒータＨが挿入
され固定されている。このヒータＨの設定温度は、ミラー３０，３１の表面温度が１５０
～２００℃となるように設定されることが好ましく、このように設定されることで、ミラ
ーの表面に付着しようとする水分を気化させ、結露を防止することができる。
【００６４】
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　なお、図１０では下方のミラー３１に近接してヒータＨを固定する例を示しているが、
上方のミラーも同様にヒータが固定される。また、図１０では、レーザ光がミラーに向け
て通過する光通過孔としてスリット３９が形成されている。このスリットの内周面にも散
乱光排除手段が形成されている。散乱光排除手段としては内周面に粗面加工したときに形
成される粗面や、梨地面等の凹凸処理面でもよい。また、センサベースがアルミニウムで
形成される場合は、アルマイト処理で表面を微小凹凸面（粗面）とした散乱光排除手段を
形成してもよい。
【００６５】
　このヒータＨは、エンジンの始動前に通電されることが好ましい。始動前に予め通電し
ておくと、ミラー３０，３１が冷えている状態で高温の排ガスが接触することによる熱シ
ョックを防止でき、ミラーの熱ショックによる破損等を防止することができる。特に、排
気経路の上流側ではエンジンから排出された排ガスは高温であるため、予めヒータに通電
しておくことで熱ショックを防止してミラーの破損等を防ぐことができる。また、ミラー
の排ガスが接触する表面は裏面と比較して高温となり、ミラー自体が熱変形するおそれが
あるが、ヒータを適切な温度に設定することで熱変形を防止することができ、測定用のレ
ーザ光の反射を安定させることができ、散乱光の発生を防止できる。
【００６６】
　以上、本発明の実施形態について詳述したが、本発明は、前記の実施形態に限定される
ものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の精神を逸脱しない範囲で、種々の設
計変更を行うことができるものである。例えば、センサ部のガス通過孔に対向するように
レーザ光の照射部と受光部とを配置し、ミラー等の反射部材を使用しないでレーザ光を直
接受光するように構成してもよい。また、ミラーを１枚使用し、照射部から照射されたレ
ーザ光をミラーで１度だけ反射させて受光するように構成してもよい。
【００６７】
　さらに、レーザ光が通過する光通過孔として光通過孔やテーパ状の先細孔の例を示した
が、スリット等で光通過孔を形成し、スリットの内周面に反射防止加工を施してレーザ光
の乱反射による散乱光を減衰させるようにしてもよい。測定用のレーザ光として赤外レー
ザ光の例を示したが、可視レーザ光や紫外レーザ光を用いてもよいのは勿論である。
【００６８】
　センサ部のセンサベースに照射部として光ファイバを、受光部としてディテクタを備え
る例を示したが、センサベースに直接レーザダイオード等の照射部を備えてもよく、フォ
トダイオード等のディテクタの代わりに受光用の光ファイバを装着する構成としてもよい
。また、光ファイバの照射部にコリメータレンズを設け、コリメータレンズを通してガス
通過孔内にレーザ光を照射するようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　本発明の活用例として、このガス分析装置を用いてボイラー等の燃焼装置の排ガス分析
を行なうことができ、自動車の排ガス分析の他に船舶や発電機等で使用する内燃機関の排
ガス分析の用途にも適用できる。また、ガソリンエンジンの排ガス分析の他にディーゼル
エンジンの排ガス分析を行なうことができ、さらに他の内燃機関の排ガス分析の用途にも
適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本発明に係るガス分析装置としての排ガス分析装置を車両に搭載した一実施形態
の要部構成図。
【図２】本発明に係るガス分析装置としての排ガス分析装置をエンジンベンチに搭載した
他の実施形態の要部構成図。
【図３】１つのセンサ部の要部の分解した状態の斜視図を含む排ガス分析装置の要部構成
図。
【図４】（ａ）は図３のセンサ部の一部を破断した正面図、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ線断
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面図、（ｃ）は（ａ）のＢ－Ｂ線断面図、（ｄ）は（ｃ）のＣ－Ｃ線要部断面図。
【図５】レーザ発振・受光コントローラの要部構成および信号解析装置を含む排ガス分析
装置の全体構成を示すブロック図。
【図６】（ａ），（ｂ）はそれぞれ、散乱光を排除する状態を示す要部拡大断面図。
【図７】吸収スペクトルの圧力の影響を示し、（ａ）は低温のときのシグナル強度の説明
図、（ｂ）は高温のときのシグナル強度の説明図。
【図８】（ａ）は従来の吸収スペクトルから排ガスの成分の濃度を算出する説明図、（ｂ
）は本発明の吸収スペクトルから排ガスの成分の濃度を算出する説明図。
【図９】センサ部の他の実施形態を示し、（ａ）はセンサ部の正面図、（ｂ）は（ａ）の
Ｄ－Ｄ線断面図、（ｃ）は（ａ）のＥ－Ｅ線断面図、（ｄ）は（ｃ）のセンサベースのＦ
－Ｆ線要部断面図。
【図１０】センサ部のさらに他の実施形態を示す要部断面図。
【符号の説明】
【００７１】
　１：自動車、１Ａ：エンジンベンチ、２：エンジン（内燃機関）、３：エキゾーストマ
ニホルド（排気経路）、４：排気管（排気経路）、５：第１触媒装置（排気経路）、６：
第２触媒装置（排気経路）、７：マフラー（排気経路）、８：排気パイプ（排気経路）、
１０：排ガス分析装置（ガス分析装置）、１１～１４，１１Ａ，１１Ｂ：センサ部、２０
，２０Ａ，２０Ｂ：センサベース、２１：排ガス通過孔、２３：センサ孔（照射光通過孔
）、２４：センサ孔（透過光通過孔）、２３ａ，２４ａ：めねじ面（散乱光排除手段）、
２５：光ファイバ（照射部）、２６：ディテクタ（受光部）、３０，３１：ミラー、３８
：光通過孔、３８ａ：めねじ面（散乱光排除手段）、３８Ａ：先細孔（光通過孔）、３８
ｂ：テーパめねじ（散乱光排除手段）、３９：スリット（光通過孔）、４０：レーザ発振
・受光コントローラ、４３：分波器、４４Ａ～４４Ｃ：分波器、４５Ａ～４５Ｃ，４６Ａ
～４６Ｃ：合波器、５０Ａ～５０Ｃ：差分型光検出器、５５：パーソナルコンピュータ（
信号解析装置）、Ｈ：ヒータ、Ｒ：レーザ光、Ｓ：散乱光
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